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予防接種法施行令の一部を改正する政令並びに予防接種法施行規則 

及び予防接種実施規則の一部を改正する省令の施行について 

 

予防接種法施行令の一部を改正する政令が平成２６年７月２日に、予防接種法施行

規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令が７月１６日に公布され、１０月１

日から施行されることとなり、厚生労働省健康局長より各都道府県知事宛別添の通知

がなされました。 

本会としましては、かねてワクチンで防ぐことができる病気（VPD：Vaccine 

Preventable Diseases）からひとりでも多くのひとを救うため、定期接種の拡大を訴

えてまいりました。 

今回の改正により、定期の予防接種の対象疾病について、水痘をＡ類疾病に、高齢

者の肺炎球菌感染症をＢ類疾病に追加されることとなりました。 

なお、それぞれの対象者については、水痘が生後１２月から生後３６月に至るまで

の間にある者、高齢者の肺炎球菌感染症は６５歳の者、６０歳以上６５歳未満の者で

あって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限され

る程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活が

ほとんど不可能な程度の障害を有する者としておりますが、一定の間、経過措置が講

じられることとなっておりますのでご留意いただきますようお願いいたします。 

今回の改正のその他詳細については、別添をご確認いただきますようお願い申し上

げます。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、貴会管下郡市区

医師会、関係医療機関等への周知方ご高配のほどよろしくお願い申し上げます。 
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健発０７１６第２４号

平成２６年７月１６日

各都道府県知事 殿

厚生労働省健康局長

（ 公 印 省 略 ）

予防接種法施行令の一部を改正する政令並びに予防接種法施行規則及

び予防接種実施規則の一部を改正する省令の施行について

予防接種法施行令の一部を改正する政令（平成26年政令第247号）

が今月２日に、予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改

正する省令（平成26年厚生労働省令第80号）が本日、それぞれ別紙の

とおり公布され、本年10月１日から施行することとしている。これら

の改正の概要等は下記のとおりであるので、貴職におかれては、貴管

内市町村（保健所を設置する市及び特別区を含む。）及び関係機関等

へ周知を図るとともに、その実施に遺漏なきを期されたい。

なお、この通知においては、平成26年10月１日以後の予防接種法施

行令（昭和23年政令第197号）、予防接種法施行規則（昭和23年厚生省

令第36号）及び予防接種実施規則（昭和33年厚生省令第27号）をそれ

ぞれ「令」、「施行規則」及び「実施規則」と、予防接種法施行令の一

部を改正する政令及び予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一

部を改正する省令をそれぞれ「改正政令」及び「改正省令」と、それ

ぞれ略称する。

記

第一 概要

１ 対象疾病の追加

定期の予防接種の対象疾病について、水痘をＡ類疾病に、高齢者

の肺炎球菌感染症をＢ類疾病に、それぞれ追加すること。（令第１

条及び第１条の２関係）

２ 定期の予防接種の対象者

（１) 水痘

対象者は生後12月から生後36月に至るまでの間にある者とする
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こと。（令第１条の３関係）

（２）高齢者の肺炎球菌感染症

対象者は次のとおりとすること。（令第１条の３関係）

ア 65歳の者

イ 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機

能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害

を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常

生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者（施行規則第２

条の３関係）

３ 予防接種の対象者から除かれる者

高齢者の肺炎球菌感染症に係る定期の予防接種については、法第

５条第１項の規定による当該予防接種を受けたことのある者を定期

の予防接種の対象者から除くこと。（施行規則第２条関係）

４ 高齢者の肺炎球菌感染症の長期療養特例

高齢者の肺炎球菌感染症の定期の予防接種の対象者であった者

であって、当該対象者であった間に、長期にわたり療養を必要と

する疾病にかかったことその他の特別の事情があることにより当

該定期の予防接種を受けることができなかったと認められるもの

については、当該特別の事情がなくなった日から起算して１年を

経過する日までの間、当該定期の予防接種の対象者とすること。（令

第１条の３第２項関係）

５ 接種方法

（１）水痘の予防接種

水痘の定期の予防接種は、乾燥弱毒生水痘ワクチンを３月以上

の間隔をおいて２回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回0.

5ミリリットルとすること。（実施規則第20条関係）

（２）高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種

高齢者の肺炎球菌感染症の定期の予防接種は、23価肺炎球菌莢

膜ポリサッカライドワクチンを１回筋肉内又は皮下に注射する

ものとし、接種量は0.5ミリリットルとすること。（実施規則第2

2条関係）

６ 水痘及び高齢者の肺炎球菌感染症の副反応報告基準

水痘及び高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種を受けたことによる
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ものと疑われる症状として医療機関等が厚生労働大臣に報告すべき

症状は、対象疾病の区分ごとにそれぞれ次の表の中欄に掲げる症状

であって、それぞれ接種から同表の右欄に掲げる期間内に確認され

たものとすること。（施行規則第５条関係）

対象 症状 期間

疾病

水痘 アナフィラキシー ４時間

血小板減少性紫斑病 28日

その他医師が予防接種との関連性 予防接種との関連性が

が高いと認める症状であって、入 高いと医師が認める期

院治療を必要とするもの、死亡、 間

身体の機能の障害に至るもの又は

死亡若しくは身体の機能の障害に

至るおそれのあるもの

高 齢 アナフィラキシー ４時間

者 の ギラン・バレ症候群 28日

肺 炎 血小板減少性紫斑病 28日

球 菌 蜂巣炎（これに類する症状であっ ７日

感 染 て、上腕から前腕に及ぶものを含

症 む。）

その他医師が予防接種との関連性 予防接種との関連性が

が高いと認める症状であって、入 高いと医師が認める期

院治療を必要とするもの、死亡、 間

身体の機能の障害に至るもの又は

死亡若しくは身体の機能の障害に

至るおそれのあるもの

７ 経過措置

（１）水痘

ア 平成26年10月１日より前の接種の取扱い

改正省令の施行前の注射であって、定期の予防接種の水痘の注射

に相当するものについては、当該注射を定期の予防接種の水痘の注射

と、当該注射を受けた者については、定期の予防接種の水痘の注射を

受けた者とみなすこと。(改正省令附則第３項関係）

イ 対象者及び接種方法

平成26年度に限り、生後36月に至った日の翌日から生後60月

に至るまでの間にある者について対象者とすること。（改正政令

附則第２項関係）
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当該対象者については、乾燥弱毒生水痘ワクチンを１回皮下

に注射するものとし、接種量は、毎回0.5ミリリットルとする

こと。（改正省令附則第２項関係）

（２）高齢者の肺炎球菌感染症

ア 改正政令の施行の日から平成27年３月31日までの間

平成26年３月31日において100歳以上の者及び同年４月１日

から平成27年３月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85

歳、90歳、95歳又は100歳となる者を対象者とすること。(改正

政令附則第２項関係)

イ 平成27年４月１日から平成31年３月31日までの間

65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳とな

る日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者

を対象者とすること。(改正政令附則第３項関係)

第二 施行期日

これらの改正は、平成26年10月１日から施行すること。
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に
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感
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す
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。
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す
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。
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。
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。
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す
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。
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予
防
接
種
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

新
旧
対
照
条
文

○
予
防
接
種
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
九
十
七
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
政
令
で
定
め
る
Ａ
類
疾
病
）

（
政
令
で
定
め
る
Ａ
類
疾
病
）

第
一
条

予
防
接
種
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
第
十
二
号

第
一
条

予
防
接
種
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
第
十
二
号

の
政
令
で
定
め
る
疾
病
は
、
次
に
掲
げ
る
疾
病
と
す
る
。

の
政
令
で
定
め
る
疾
病
は
、
痘
そ
う
と
す
る
。

一

痘
そ
う

二

水
痘

（
政
令
で
定
め
る
Ｂ
類
疾
病
）

第
一
条
の
二

法
第
二
条
第
三
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
疾
病
は
、
肺
炎
球

（
新
設
）

菌
感
染
症
（
高
齢
者
が
か
か
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

（
市
町
村
長
が
予
防
接
種
を
行
う
疾
病
及
び
そ
の
対
象
者
）

（
市
町
村
長
が
予
防
接
種
を
行
う
疾
病
及
び
そ
の
対
象
者
）

第
一
条
の
三

法
第
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
疾
病
は
、
次
の
表
の
上
欄

第
一
条
の
二

法
第
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
疾
病
は
、
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
疾
病
と
し
、
同
項
（
予
防
接
種
法
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一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

に
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疾
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と
し
、
同
項
（
予
防
接
種
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
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三
年
法
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附
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接
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一
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）
附
則
第
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予
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接
種
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を
改
正
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る
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平
成
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五
年
法
律
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号
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附
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第
七
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の
規
定
に

を
改
正
す
る
法
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（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
八
号
）
附
則
第
七
条
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
ら
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
る

よ
り
読
み
替
え
ら
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
る

場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
疾
病
ご

場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
疾
病
ご
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と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
（
当
該
疾
病
に
か
か
っ
て
い
る
者

と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
（
当
該
疾
病
に
か
か
っ
て
い
る
者

又
は
か
か
っ
た
こ
と
の
あ
る
者
（
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
あ
っ
て
は
、
イ
ン
フ

又
は
か
か
っ
た
こ
と
の
あ
る
者
（
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
あ
っ
て
は
、
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
に
か
か
っ
た
こ
と
の
あ
る
者
を
除
く
。
）
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令

ル
エ
ン
ザ
に
か
か
っ
た
こ
と
の
あ
る
者
を
除
く
。
）
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
者
を
除
く
。
）
と
す
る
。

で
定
め
る
者
を
除
く
。
）
と
す
る
。

疾

病

予

防

接

種

の

対

象

者

疾

病

予

防

接

種

の

対

象

者

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ

（
略
）

ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ

（
略
）

ウ
イ
ル
ス
感
染
症

ウ
イ
ル
ス
感
染
症

水
痘

生
後
十
二
月
か
ら
生
後
三
十
六
月
に
至
る
ま
で
の
間

（
新
設
）

（
新
設
）

に
あ
る
者

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

一

（
略
）

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

一

（
略
）

二

六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満
の
者
で
あ
っ
て
、

二

六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満
の
者
で
あ
っ
て
、

心
臓
、
腎
臓
若
し
く
は
呼
吸
器
の
機
能
の
障
害
又

心
臓
、
腎
臓
若
し
く
は
呼
吸
器
の
機
能
又
は
ヒ
ト

は
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
の
機
能

免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
の
機
能
に
障
害

の
障
害
を
有
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で

を
有
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

定
め
る
も
の

も
の

肺
炎
球
菌
感
染
症

一

六
十
五
歳
の
者

（
新
設
）

（
新
設
）

（
高
齢
者
が
か
か

二

六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満
の
者
で
あ
っ
て
、

る
も
の
に
限
る
。

心
臓
、
腎
臓
若
し
く
は
呼
吸
器
の
機
能
の
障
害
又

）

は
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
の
機
能

の
障
害
を
有
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
も
の
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２

前
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
疾
病
（
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
を
除
く
。
以
下
こ

２

前
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
疾
病
（
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
を
除
く
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
特
定
疾
病
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

の
項
に
お
い
て
「
特
定
疾
病
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
た
者
（
当
該
特
定
疾
病
に
か
か
っ
て
い
る
者
又
は
か

欄
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
た
者
（
当
該
特
定
疾
病
に
か
か
っ
て
い
る
者
又
は
か

か
っ
た
こ
と
の
あ
る
者
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
を
除
く
。
）
で

か
っ
た
こ
と
の
あ
る
者
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
を
除
く
。
）
で

あ
っ
て
、
当
該
掲
げ
る
者
で
あ
っ
た
間
に
、
長
期
に
わ
た
り
療
養
を
必
要
と

あ
っ
て
、
当
該
掲
げ
る
者
で
あ
っ
た
間
に
、
長
期
に
わ
た
り
療
養
を
必
要
と

す
る
疾
病
で
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
か
か
っ
た
こ
と
そ
の
他
の
厚

す
る
疾
病
で
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
か
か
っ
た
こ
と
そ
の
他
の
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
特
定
疾
病
に

生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
特
定
疾
病
に

係
る
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
予
防
接
種
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

係
る
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
予
防
接
種
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
別
の
事
情
が
な
く
な
っ

か
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
別
の
事
情
が
な
く
な
っ

た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
（
肺
炎
球
菌
感
染
症
（
高
齢
者
が
か
か
る
も
の
に

た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
（
厚
生
労
働
省
令
で
定

限
る
。
）
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
予
防
接
種
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

め
る
特
定
疾
病
に
あ
っ
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
年
齢
に
達
す
る
ま

か
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
別
の
事
情
が
な
く
な
っ

で
の
間
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
、
当
該
特
定
疾
病
に
係
る
同
項
の
政
令
で

た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
）
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
（
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
者
と
す
る
。

定
め
る
特
定
疾
病
に
あ
っ
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
年
齢
に
達
す
る

ま
で
の
間
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
、
当
該
特
定
疾
病
に
係
る
同
項
の
政
令

で
定
め
る
者
と
す
る
。



第
五
条
の
表
ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

水
痘

ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー

四
時
間

血
小
板
減
少
性
紫
斑
病

二
十
八
日

そ
の
他
医
師
が
予
防
接
種
と
の
関
連
性
が
高
い
と
認
め
る
症
状
で
あ
っ

て
、
入
院
治
療
を
必
要
と
す
る
も
の
、
死
亡
、
身
体
の
機
能
の
障
害
に

至
る
も
の
又
は
死
亡
若
し
く
は
身
体
の
機
能
の
障
害
に
至
る
お
そ
れ
の

あ
る
も
の

予
防
接
種
と
の
関

連
性
が
高
い
と
医

師
が
認
め
る
期
間

第
五
条
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

肺
炎
球
菌
感

染
症
（
高
齢

者
が
か
か
る

も
の
に
限

る
。）

ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー

四
時
間

ギ
ラ
ン
・
バ
レ
症
候
群

二
十
八
日

血
小
板
減
少
性
紫
斑
病

二
十
八
日

蜂
巣
炎
（
こ
れ
に
類
す
る
症
状
で
あ
っ
て
、
上
腕
か
ら
前
腕
に
及
ぶ
も

の
を
含
む
。）

七
日

そ
の
他
医
師
が
予
防
接
種
と
の
関
連
性
が
高
い
と
認
め
る
症
状
で
あ
っ

て
、
入
院
治
療
を
必
要
と
す
る
も
の
、
死
亡
、
身
体
の
機
能
の
障
害
に

至
る
も
の
又
は
死
亡
若
し
く
は
身
体
の
機
能
の
障
害
に
至
る
お
そ
れ
の

あ
る
も
の

予
防
接
種
と
の
関

連
性
が
高
い
と
医

師
が
認
め
る
期
間

平成™�年�月˜�日 水曜日 (号外第˜œ 号)官 報

（
予
防
接
種
実
施
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

予
防
接
種
実
施
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
九
章

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種
（
第
二
十
条
）」を
「
第
九
章

水
痘
の
予
防
接
種
（
第
二
十

第
十
章

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接

第
十
一
章

高
齢
者
の
肺
炎
球
菌
感
染

条
）
種
（
第
二
十
一
条
）

症
の
予
防
接
種
（
第
二
十
二
条
）」に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
第
七
号
」
を
「
第
八
号
」
に
改
め
る
。

第
八
条
中
「
又
は
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
」
を
「
、
水
痘
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
又
は
肺
炎
球
菌
感
染
症
（
高
齢
者
が
か

か
る
も
の
に
限
る
。）」
に
、「
第
九
章
」
を
「
第
十
一
章
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
三
項
及
び
第
十
八
条
第
三
項
中
「
第
一
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
一
条
の
三
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
を
第
二
十
一
条
と
す
る
。

第
九
章
を
第
十
章
と
し
、
第
八
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
九
章

水
痘
の
予
防
接
種

（
接
種
の
方
法
）

第
二
十
条

水
痘
の
定
期
の
予
防
接
種
は
、
乾
燥
弱
毒
生
水
痘
ワ
ク
チ
ン
を
三
月
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
二
回
皮
下

に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
毎
回
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

本
則
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
十
一
章

高
齢
者
の
肺
炎
球
菌
感
染
症
の
予
防
接
種

（
接
種
の
方
法
）

第
二
十
二
条

肺
炎
球
菌
感
染
症
（
高
齢
者
が
か
か
る
も
の
に
限
る
。）の
定
期
の
予
防
接
種
は
、
二
十
三
価
肺
炎
球

菌
莢き

よ
う

膜
ポ
リ
サ
ッ
カ
ラ
イ
ド
ワ
ク
チ
ン
を
一
回
筋
肉
内
又
は
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・

五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

附
則
第
二
条
及
び
第
三
条
中
「
第
一
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
一
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
四
条
第
一
項
中
「
第
一
条
の
二
の
表
日
本
脳
炎
の
項
の
予
防
接
種
の
対
象
者
の
欄
第
一
号
又
は
第
二
号
」

を
「
第
一
条
の
三
の
表
日
本
脳
炎
の
項
の
予
防
接
種
の
対
象
者
の
欄
第
一
号
又
は
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
第
一
条
の
二
の
表
日
本
脳
炎
の
項
の
定
期
の
予
防
接
種
の
対
象
者
の
欄
第
二
号
」
を
「
第
一
条
の
三
の
表
日
本

脳
炎
の
項
の
定
期
の
予
防
接
種
の
対
象
者
の
欄
第
二
号
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
予
防
接
種
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
二
百
四
十
七
号
。
以
下

「
改
正
令
」
と
い
う
。）の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
水
痘
の
予
防
接
種
に
係
る
特
例
）

２

生
後
三
十
六
月
に
至
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
生
後
六
十
月
に
至
る
ま
で
の
間
に
あ
る
者
に
係
る
改
正
令
附
則
第
二
項

に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
予
防
接
種
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
九
十
七
号
）
第
一
条
の
三
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
水
痘
の
予
防
接
種
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
予
防
接
種
実
施
規
則
第
二
十
条
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
乾
燥
弱
毒
生
水
痘
ワ
ク
チ
ン
を
一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト

ル
と
す
る
。

３

こ
の
省
令
の
施
行
前
の
注
射
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
予
防
接
種
実
施
規
則
第
二
十
条
に
規
定
す

る
水
痘
の
注
射
に
相
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
注
射
を
同
条
に
規
定
す
る
水
痘
の
注
射
と
、
当
該
注
射
を
受

け
た
者
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
注
射
を
受
け
た
者
と
み
な
し
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

〇
厚
生
労
働
省
令
第
八
十
号

予
防
接
種
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
二
百
四
十
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び

に
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
第
一
項
並
び
に
予
防
接
種
法
施
行
令

（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
九
十
七
号
）
第
一
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
予
防
接
種
法
施
行
規
則
及
び
予
防
接
種
実

施
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
十
六
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

予
防
接
種
法
施
行
規
則
及
び
予
防
接
種
実
施
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
予
防
接
種
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

予
防
接
種
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
第
一
条
の
二
第
一
項
本
文
」
を
「
第
一
条
の
三
第
一
項
本
文
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
を
同
条
第
八

号
と
し
、
同
条
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

肺
炎
球
菌
感
染
症
（
高
齢
者
が
か
か
る
も
の
に
限
る
。）に
係
る
予
防
接
種
の
対
象
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
疾

病
に
係
る
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
者

第
二
条
の
二
中
「
第
一
条
の
二
第
一
項
の
表
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
項
第
二
号
」
を
「
第
一
条
の
三
第
一
項
の
表
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
項
第
二
号
」
に
、「
じ
ん
臓
」
を
「
腎
臓
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
六
を
第
二
条
の
七
と
す
る
。

第
二
条
の
五
中
「
第
一
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
一
条
の
三
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
条
の
六
と
す
る
。

第
二
条
の
四
中
「
第
一
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
一
条
の
三
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
条
の
五
と
す
る
。

第
二
条
の
三
中
「
第
一
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
一
条
の
三
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
条
の
四
と
す
る
。

第
二
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
高
齢
者
の
肺
炎
球
菌
感
染
症
の
予
防
接
種
の
対
象
者
）

第
二
条
の
三

令
第
一
条
の
三
第
一
項
の
表
肺
炎
球
菌
感
染
症
（
高
齢
者
が
か
か
る
も
の
に
限
る
。）の
項
第
二
号
に

規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
心
臓
、
腎
臓
又
は
呼
吸
器
の
機
能
に
自
己
の
身
辺
の
日
常
生
活
活
動

が
極
度
に
制
限
さ
れ
る
程
度
の
障
害
を
有
す
る
者
及
び
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
り
免
疫
の
機
能
に
日
常
生

活
が
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
程
度
の
障
害
を
有
す
る
者
と
す
る
。

 



予
防
接
種
法
施
行
規
則
及
び
予
防
接
種
実
施
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

新
旧
対
照
条
文

○
予
防
接
種
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
予
防
接
種
の
対
象
者
か
ら
除
か
れ
る
者
）

（
予
防
接
種
の
対
象
者
か
ら
除
か
れ
る
者
）

第
二
条

予
防
接
種
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
九
十
七
号
。
以
下

第
二
条

予
防
接
種
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
九
十
七
号
。
以
下

「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
三
第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
厚

「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
二
第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

肺
炎
球
菌
感
染
症
（
高
齢
者
が
か
か
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
予
防

（
新
設
）

接
種
の
対
象
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
疾
病
に
係
る
法
第
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
者

八

（
略
）

七

（
略
）

（
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種
の
対
象
者
）

（
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種
の
対
象
者
）

第
二
条
の
二

令
第
一
条
の
三
第
一
項
の
表
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
項
第
二
号
に

第
二
条
の
二

令
第
一
条
の
二
第
一
項
の
表
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
項
第
二
号
に

規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
心
臓
、
腎
臓
又
は
呼
吸
器
の
機

規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
心
臓
、
じ
ん
臓
又
は
呼
吸
器
の

能
に
自
己
の
身
辺
の
日
常
生
活
活
動
が
極
度
に
制
限
さ
れ
る
程
度
の
障
害
を

機
能
に
自
己
の
身
辺
の
日
常
生
活
活
動
が
極
度
に
制
限
さ
れ
る
程
度
の
障
害

有
す
る
者
及
び
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
り
免
疫
の
機
能
に
日
常
生
活

を
有
す
る
者
及
び
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
り
免
疫
の
機
能
に
日
常
生

が
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
程
度
の
障
害
を
有
す
る
者
と
す
る
。

活
が
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
程
度
の
障
害
を
有
す
る
者
と
す
る
。

（
高
齢
者
の
肺
炎
球
菌
感
染
症
の
予
防
接
種
の
対
象
者
）

第
二
条
の
三

令
第
一
条
の
三
第
一
項
の
表
肺
炎
球
菌
感
染
症
（
高
齢
者
が
か

（
新
設
）

か
る
も
の
に
限
る
。
）
の
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

者
は
、
心
臓
、
腎
臓
又
は
呼
吸
器
の
機
能
に
自
己
の
身
辺
の
日
常
生
活
活
動

が
極
度
に
制
限
さ
れ
る
程
度
の
障
害
を
有
す
る
者
及
び
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ

ル
ス
に
よ
り
免
疫
の
機
能
に
日
常
生
活
が
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
程
度
の
障
害

を
有
す
る
者
と
す
る
。

（
長
期
に
わ
た
り
療
養
を
必
要
と
す
る
疾
病
）

（
長
期
に
わ
た
り
療
養
を
必
要
と
す
る
疾
病
）



第
二
条
の
四

令
第
一
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

第
二
条
の
三

令
第
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
特
別
の
事
情
）

（
特
別
の
事
情
）

第
二
条
の
五

令
第
一
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

第
二
条
の
四

令
第
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

特
別
の
事
情
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

特
別
の
事
情
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
特
定
疾
病
）

（
特
定
疾
病
）

第
二
条
の
六

令
第
一
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

第
二
条
の
五

令
第
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

特
定
疾
病
は
、
ジ
フ
テ
リ
ア
、
百
日
せ
き
、
急
性
灰
白
髄
炎
、
破
傷
風
、
結

特
定
疾
病
は
、
ジ
フ
テ
リ
ア
、
百
日
せ
き
、
急
性
灰
白
髄
炎
、
破
傷
風
、
結

核
、
Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
及
び
肺
炎
球
菌
感
染
症
（
小
児
が
か
か
る
も
の
に
限
る

核
、
Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
及
び
肺
炎
球
菌
感
染
症
（
小
児
が
か
か
る
も
の
に
限
る

。
）
と
し
、
同
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
年
齢
は
、
次
の
表

。
）
と
し
、
同
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
年
齢
は
、
次
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
疾
病
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
年

の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
疾
病
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
年

齢
と
す
る
。

齢
と
す
る
。

（
予
防
接
種
に
関
す
る
記
録
）

（
予
防
接
種
に
関
す
る
記
録
）

第
二
条
の
七

（
略
）

第
二
条
の
六

（
略
）

（
報
告
す
べ
き
症
状
）

（
報
告
す
べ
き
症
状
）

第
五
条

法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は

第
五
条

法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は

、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
対
象
疾
病
の
区
分
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中

、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
対
象
疾
病
の
区
分
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中

欄
に
掲
げ
る
症
状
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
接
種
か
ら
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

欄
に
掲
げ
る
症
状
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
接
種
か
ら
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

期
間
内
に
確
認
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

期
間
内
に
確
認
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

対
象
疾
病

症
状

期
間

対
象
疾
病

症
状

期
間

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー

（
略
）

（
略
）

ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー

（
略
）

（
略
）

マ
ウ
イ
ル
ス
感

マ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症

染
症

水
痘

ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー

四
時
間

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

血
小
板
減
少
性
紫
斑
病

二
十
八
日



そ
の
他
医
師
が
予
防
接
種
と
の
関

予
防
接
種
と
の

連
性
が
高
い
と
認
め
る
症
状
で
あ

関
連
性
が
高
い

っ
て
、
入
院
治
療
を
必
要
と
す
る

と
医
師
が
認
め

も
の
、
死
亡
、
身
体
の
機
能
の
障

る
期
間

害
に
至
る
も
の
又
は
死
亡
若
し
く

は
身
体
の
機
能
の
障
害
に
至
る
お

そ
れ
の
あ
る
も
の

イ
ン
フ
ル
エ
ン

（
略
）

（
略
）

イ
ン
フ
ル
エ
ン

（
略
）

（
略
）

ザ

ザ

肺
炎
球
菌
感
染

ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー

四
時
間

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

症
（
高
齢
者
が

ギ
ラ
ン
・
バ
レ
症
候
群

二
十
八
日

か
か
る
も
の
に

血
小
板
減
少
性
紫
斑
病

二
十
八
日

限
る
。
）

蜂
巣
炎
（
こ
れ
に
類
す
る
症
状
で

七
日

あ
っ
て
、
上
腕
か
ら
前
腕
に
及
ぶ

も
の
を
含
む
。
）

そ
の
他
医
師
が
予
防
接
種
と
の
関

予
防
接
種
と
の

連
性
が
高
い
と
認
め
る
症
状
で
あ

関
連
性
が
高
い

っ
て
、
入
院
治
療
を
必
要
と
す
る

と
医
師
が
認
め

も
の
、
死
亡
、
身
体
の
機
能
の
障

る
期
間

害
に
至
る
も
の
又
は
死
亡
若
し
く

は
身
体
の
機
能
の
障
害
に
至
る
お

そ
れ
の
あ
る
も
の



○
予
防
接
種
実
施
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
七
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
八
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
八
条
）

第
二
章

ジ
フ
テ
リ
ア
、
百
日
せ
き
、
急
性
灰
白
髄
炎
及
び
破
傷
風
の
予
防

第
二
章

ジ
フ
テ
リ
ア
、
百
日
せ
き
、
急
性
灰
白
髄
炎
及
び
破
傷
風
の
予
防

接
種
（
第
九
条
―
第
十
一
条
）

接
種
（
第
九
条
―
第
十
一
条
）

第
三
章

麻
し
ん
及
び
風
し
ん
の
予
防
接
種
（
第
十
二
条
・
第
十
三
条
）

第
三
章

麻
し
ん
及
び
風
し
ん
の
予
防
接
種
（
第
十
二
条
・
第
十
三
条
）

第
四
章

日
本
脳
炎
の
予
防
接
種
（
第
十
四
条
・
第
十
五
条
）

第
四
章

日
本
脳
炎
の
予
防
接
種
（
第
十
四
条
・
第
十
五
条
）

第
五
章

結
核
の
予
防
接
種
（
第
十
六
条
）

第
五
章

結
核
の
予
防
接
種
（
第
十
六
条
）

第
六
章

Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
の
予
防
接
種
（
第
十
七
条
）

第
六
章

Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
の
予
防
接
種
（
第
十
七
条
）

第
七
章

小
児
の
肺
炎
球
菌
感
染
症
の
予
防
接
種
（
第
十
八
条
）

第
七
章

小
児
の
肺
炎
球
菌
感
染
症
の
予
防
接
種
（
第
十
八
条
）

第
八
章

ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
予
防
接
種
（
第
十
九
条
）

第
八
章

ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
予
防
接
種
（
第
十
九
条
）

第
九
章

水
痘
の
予
防
接
種
（
第
二
十
条
）

第
十
章

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種
（
第
二
十
一
条
）

第
九
章

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種
（
第
二
十
条
）

第
十
一
章

高
齢
者
の
肺
炎
球
菌
感
染
症
の
予
防
接
種
（
第
二
十
二
条
）

附
則

附
則

（
予
防
接
種
を
受
け
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
者
）

（
予
防
接
種
を
受
け
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
者
）

第
六
条

法
第
七
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
予
防
接
種

第
六
条

法
第
七
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
予
防
接
種

法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
第
二
条
第
二
号
か

法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
第
二
条
第
二
号
か

ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

（
臨
時
の
予
防
接
種
）

（
臨
時
の
予
防
接
種
）

第
八
条

ジ
フ
テ
リ
ア
、
百
日
せ
き
、
急
性
灰
白
髄
炎
、
破
傷
風
、
麻
し
ん
、

第
八
条

ジ
フ
テ
リ
ア
、
百
日
せ
き
、
急
性
灰
白
髄
炎
、
破
傷
風
、
麻
し
ん
、

風
し
ん
、
日
本
脳
炎
、
結
核
、
Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
、
肺
炎
球
菌
感
染
症
（
小
児

風
し
ん
、
日
本
脳
炎
、
結
核
、
Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
、
肺
炎
球
菌
感
染
症
（
小
児

が
か
か
る
も
の
に
限
る
。
）
、
ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
水
痘

が
か
か
る
も
の
に
限
る
。
）
、
ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
又
は
イ

、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
又
は
肺
炎
球
菌
感
染
症
（
高
齢
者
が
か
か
る
も
の
に
限

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
臨
時
の
予
防
接
種
に
係
る
接
種
方
法
及
び
接
種
量
は
、
次

る
。
）
の
臨
時
の
予
防
接
種
に
係
る
接
種
方
法
及
び
接
種
量
は
、
次
章
か
ら

章
か
ら
第
九
章
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
を
標
準
と
し
、
被
接
種
者
の
年
齢
、

第
十
一
章
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
を
標
準
と
し
、
被
接
種
者
の
年
齢
、
身
体

身
体
の
状
況
、
既
に
受
け
た
当
該
予
防
接
種
の
回
数
等
に
応
じ
て
決
定
し
な



の
状
況
、
既
に
受
け
た
当
該
予
防
接
種
の
回
数
等
に
応
じ
て
決
定
し
な
け
れ

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

第
六
章

Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
の
予
防
接
種

第
六
章

Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
の
予
防
接
種

（
接
種
の
方
法)

（
接
種
の
方
法
）

第
十
七
条

（
略
）

第
十
七
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

予
防
接
種
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
九
十
七
号
。
以
下
「
令

３

予
防
接
種
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
九
十
七
号
。
以
下
「
令

」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
Ｈ
ｉ
ｂ

」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
Ｈ
ｉ
ｂ

感
染
症
の
予
防
接
種
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
認
め
ら
れ
、
Ｈ
ｉ

感
染
症
の
予
防
接
種
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
認
め
ら
れ
、
Ｈ
ｉ

ｂ
感
染
症
に
係
る
法
第
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
と
さ
れ
た
者
に
つ

ｂ
感
染
症
に
係
る
法
第
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
と
さ
れ
た
者
に
つ

い
て
は
、
初
回
接
種
の
開
始
時
に
生
後
十
二
月
に
至
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
生

い
て
は
、
初
回
接
種
の
開
始
時
に
生
後
十
二
月
に
至
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
生

後
六
十
月
に
至
る
ま
で
の
間
に
あ
る
者
と
み
な
し
、
第
一
項
の
規
定
を
適
用

後
六
十
月
に
至
る
ま
で
の
間
に
あ
る
者
と
み
な
し
、
第
一
項
の
規
定
を
適
用

す
る
。

す
る
。

第
七
章

小
児
の
肺
炎
球
菌
感
染
症
の
予
防
接
種

第
七
章

小
児
の
肺
炎
球
菌
感
染
症
の
予
防
接
種

（
接
種
の
方
法
）

（
接
種
の
方
法
）

第
十
八
条

（
略
）

第
十
八
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

令
第
一
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
肺
炎
球
菌
感
染
症

３

令
第
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
肺
炎
球
菌
感
染
症

（
小
児
が
か
か
る
も
の
に
限
る
。
）
の
予
防
接
種
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

（
小
児
が
か
か
る
も
の
に
限
る
。
）
の
予
防
接
種
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
と
認
め
ら
れ
、
肺
炎
球
菌
感
染
症
（
小
児
が
か
か
る
も
の
に
限
る
。

か
っ
た
と
認
め
ら
れ
、
肺
炎
球
菌
感
染
症
（
小
児
が
か
か
る
も
の
に
限
る
。

）
に
係
る
法
第
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
と
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
は

）
に
係
る
法
第
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
と
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
は

、
初
回
接
種
の
開
始
時
に
生
後
二
十
四
月
に
至
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
生
後
六

、
初
回
接
種
の
開
始
時
に
生
後
二
十
四
月
に
至
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
生
後
六

十
月
に
至
る
ま
で
の
間
に
あ
る
者
と
み
な
し
、
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る

十
月
に
至
る
ま
で
の
間
に
あ
る
者
と
み
な
し
、
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る

。

。

第
九
章

水
痘
の
予
防
接
種

（
新
設
）

（
接
種
の
方
法
）



第
二
十
条

水
痘
の
定
期
の
予
防
接
種
は
、
乾
燥
弱
毒
生
水
痘
ワ
ク
チ
ン
を
三

（
新
設
）

月
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
二
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、

毎
回
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

第
十
章

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種

第
九
章

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種

（
接
種
の
方
法
）

（
接
種
の
方
法
）

第
二
十
一
条

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
定
期
の
予
防
接
種
は
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

第
二
十
条

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
定
期
の
予
防
接
種
は
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
Ｈ

Ｈ
Ａ
ワ
ク
チ
ン
を
毎
年
度
一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、

Ａ
ワ
ク
チ
ン
を
毎
年
度
一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇

〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

第
十
一
章

高
齢
者
の
肺
炎
球
菌
感
染
症
の
予
防
接
種

（
新
設
）

（
接
種
の
方
法
）

第
二
十
二
条

肺
炎
球
菌
感
染
症
（
高
齢
者
が
か
か
る
も
の
に
限
る
。
）
の
定

（
新
設
）

期
の
予
防
接
種
は
、
二
十
三
価
肺
炎
球
菌

莢

膜
ポ
リ
サ
ッ
カ
ラ
イ
ド
ワ
ク

き
よ
う

チ
ン
を
一
回
筋
肉
内
又
は
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・

五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

附

則

附

則

（
麻
し
ん
及
び
風
し
ん
の
第
三
期
予
防
接
種
）

（
麻
し
ん
及
び
風
し
ん
の
第
三
期
予
防
接
種
）

第
二
条

令
附
則
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
令
第
一
条
の
三
第

第
二
条

令
附
則
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
令
第
一
条
の
二
第

一
項
（
以
下
「
読
替
え
後
の
令
第
一
条
の
三
第
一
項
」
と
い
う
。
）
の
規
定

一
項
（
以
下
「
読
替
え
後
の
令
第
一
条
の
二
第
一
項
」
と
い
う
。
）
の
規
定

に
よ
る
麻
し
ん
の
第
三
期
の
予
防
接
種
は
、
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
ワ
ク
チ
ン

に
よ
る
麻
し
ん
の
第
三
期
の
予
防
接
種
は
、
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
ワ
ク
チ
ン

又
は
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
風
し
ん
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
一
回
皮
下
に
注
射
す
る

又
は
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
風
し
ん
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
一
回
皮
下
に
注
射
す
る

も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

２

読
替
え
後
の
令
第
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
風
し
ん
の
第
三
期
の

２

読
替
え
後
の
令
第
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
風
し
ん
の
第
三
期
の

予
防
接
種
は
、
乾
燥
弱
毒
生
風
し
ん
ワ
ク
チ
ン
又
は
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
風

予
防
接
種
は
、
乾
燥
弱
毒
生
風
し
ん
ワ
ク
チ
ン
又
は
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
風

し
ん
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇

し
ん
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇

・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

３

読
替
え
後
の
令
第
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
麻
し
ん
及
び
風
し
ん

３

読
替
え
後
の
令
第
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
麻
し
ん
及
び
風
し
ん



に
つ
い
て
同
時
に
行
う
第
三
期
の
予
防
接
種
は
、
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
風
し

に
つ
い
て
同
時
に
行
う
第
三
期
の
予
防
接
種
は
、
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
風
し

ん
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・

ん
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・

五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

（
麻
し
ん
及
び
風
し
ん
の
第
四
期
予
防
接
種
）

（
麻
し
ん
及
び
風
し
ん
の
第
四
期
予
防
接
種
）

第
三
条

読
替
え
後
の
令
第
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
麻
し
ん
の
第
四

第
三
条

読
替
え
後
の
令
第
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
麻
し
ん
の
第
四

期
の
予
防
接
種
は
、
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
ワ
ク
チ
ン
又
は
乾
燥
弱
毒
生
麻
し

期
の
予
防
接
種
は
、
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
ワ
ク
チ
ン
又
は
乾
燥
弱
毒
生
麻
し

ん
風
し
ん
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は

ん
風
し
ん
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は

、
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

、
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

２

読
替
え
後
の
令
第
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
風
し
ん
の
第
四
期
の

２

読
替
え
後
の
令
第
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
風
し
ん
の
第
四
期
の

予
防
接
種
は
、
乾
燥
弱
毒
生
風
し
ん
ワ
ク
チ
ン
又
は
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
風

予
防
接
種
は
、
乾
燥
弱
毒
生
風
し
ん
ワ
ク
チ
ン
又
は
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
風

し
ん
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇

し
ん
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇

・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

３

読
替
え
後
の
令
第
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
麻
し
ん
及
び
風
し
ん

３

読
替
え
後
の
令
第
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
麻
し
ん
及
び
風
し
ん

に
つ
い
て
同
時
に
行
う
第
四
期
の
予
防
接
種
は
、
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
風
し

に
つ
い
て
同
時
に
行
う
第
四
期
の
予
防
接
種
は
、
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
風
し

ん
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・

ん
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・

五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

（
日
本
脳
炎
の
予
防
接
種
に
係
る
特
例
）

（
日
本
脳
炎
の
予
防
接
種
に
係
る
特
例
）

第
四
条

当
分
の
間
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
日
本
脳
炎
の
第

第
四
条

当
分
の
間
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
日
本
脳
炎
の
第

一
期
の
予
防
接
種
の
う
ち
三
回
の
接
種
を
受
け
て
い
な
い
者
（
接
種
を
全
く

一
期
の
予
防
接
種
の
う
ち
三
回
の
接
種
を
受
け
て
い
な
い
者
（
接
種
を
全
く

受
け
て
い
な
い
者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
令
第
一
条
の
三
の
表
日
本
脳
炎
の

受
け
て
い
な
い
者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
令
第
一
条
の
二
の
表
日
本
脳
炎
の

項
の
予
防
接
種
の
対
象
者
の
欄
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
も
の
が
、

項
の
予
防
接
種
の
対
象
者
の
欄
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
も
の
が
、

六
日
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
残
り
の
接
種
を
受
け
た
と
き
は
、
第
十
四
条
の

六
日
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
残
り
の
接
種
を
受
け
た
と
き
は
、
第
十
四
条
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
に
規
定
す
る
日
本
脳
炎
の
第
一
期
の
予
防
接
種

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
に
規
定
す
る
日
本
脳
炎
の
第
一
期
の
予
防
接
種

を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

２

当
分
の
間
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
日
本
脳
炎
の
第
一
期

２

当
分
の
間
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
日
本
脳
炎
の
第
一
期

の
予
防
接
種
を
全
く
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
つ
て
予
防
接
種
法
施
行
令
第
一

の
予
防
接
種
を
全
く
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
つ
て
予
防
接
種
法
施
行
令
第
一

条
の
三
の
表
日
本
脳
炎
の
項
の
定
期
の
予
防
接
種
の
対
象
者
の
欄
第
二
号
に

条
の
二
の
表
日
本
脳
炎
の
項
の
定
期
の
予
防
接
種
の
対
象
者
の
欄
第
二
号
に

規
定
す
る
も
の
が
、
第
十
五
条
の
例
に
よ
り
接
種
を
受
け
た
と
き
は
、
同
条

規
定
す
る
も
の
が
、
第
十
五
条
の
例
に
よ
り
接
種
を
受
け
た
と
き
は
、
同
条

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
に
規
定
す
る
日
本
脳
炎
の
第
一
期
の
予
防
接

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
に
規
定
す
る
日
本
脳
炎
の
第
一
期
の
予
防
接

種
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

種
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。






